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伊佐市農業委員会 10回総会議事録 

 

１．開催日時  平成 28年 12月 26日（月）午前 9時 00分から 10時 50分 

２．開催場所  菱刈庁舎 ３階大会議室 

３．出席委員  （30人） 

    会  長        15番委員 

  委  員 

     

農業委員 農地利用最適化推進委員

2 番委員 10 番委員 1 番推進委員 11 番推進委員

4 番委員 11 番委員 2 番推進委員 12 番推進委員

5 番委員 13 番委員 3 番推進委員 13 番推進委員

7 番委員 14 番委員 4 番推進委員 14 番推進委員

8 番委員 5 番推進委員 15 番推進委員

9 番委員 6 番推進委員 16 番推進委員

7 番推進委員 17 番推進委員

8 番推進委員 18 番推進委員

10 番推進委員 19 番推進委員

20 番推進委員      

４．欠席委員  （5人） 

      

５．議事日程 

  第１ 会議録署名委員の指名  5番委員    7番委員  

第２ 議案第１号「経営基盤強化促進法農用地利用集積計画」に係る意見決定に

ついて 

議案第２号「農地法第３条の規定による許可申請」に係る決定について 

議案第３号「農地法第４条の規定による許可申請」に係る意見聴取決定並

びに許可について 

議案第４号「農地法第５条の規定による許可申請」に係る意見聴取決定並

びに許可について 

議案第５号「非農地証明願」について 

 

６．農業委員会事務局職員 

     事 務 局 長     農地振興係長    

農地振興係書記    農地振興係書記   
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【開始時間  午前９時００分】 

 

事 務 局 長 

 

 

議 長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

事 務 局 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

 

 

 

事 務 局 

おはようございます。只今より、平成２８年度 第１０回農業委員会総

会を開催いたします。姿勢を正してください。 一同礼。 

 

皆様おはようございます。 

前回の総会後農業者年金の研修を受けて、該当者宅を訪問し、説明を

して頂いたと思いますが、来月までですのでよろしくお願いいたします。 

本日は今年最後の総会になり、皆さんのおかげで無事に総会を開催す

る事できました。１年間お疲れ様でした。 

 また、総会終了後、研修会も計画されていますので、新年に向けて勉

強して生きたいと思います。 

本日は１番・３番・６番・１２番の農業委員が欠席です。出席人員は

１１名で、規定に達しておりますので、総会は成立いたします。 

本日の議事録署名委員を、指名いたします。５番農業委員と７番農業

委員に、お願いいたします。 

ただいまより総会を始めます。 

 

―――――――― 諸般報告 ―――――――― 

 

事務局より、諸般の報告について、報告第１号「農地法第１８条第６

項の規定による通知」をお願いいたします。 

 

報告 農地法第１８条第６項の規定による通知につきましてご報告い

たします。 

資料の１ページをお開きください。 

農業経営基盤強化促進法による利用権設定の合意解約が２０件あり

ましたのでご報告いたします。 

 

報告が終わりました。質問をされる委員は挙手し委員番号をお願いい

たします。質問はございませんか。 

 

（「質疑なし」という声、多数あり。） 

 

なしということですので、報告第２号 農地の利用目的変更について、

お願いいたします。 

 

６ページをお開きください。 
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議 長 

 

 

 

 

 

 

事 務 局 

 

 

 

 

報告第２号 農地利用目的変更届（農業生産施設届）について、整理番

号１番につきまして去る１６日に事務局で現地調査を行いましたので、

ご報告いたします。 

整理番号１番の申請者は、伊佐市菱刈南浦、楠原上自治会に居住され

ておりますＴＭさん８７歳であります。 

申請地は、伊佐市菱刈南浦字楠原１９１０番２の畑で、地積は３５９

㎡（内、農業用機械倉庫２０㎡）であり、昭和４７年頃に自宅敷地内に

ある当該申請地の一角に届出をせず建築したとのことで、現在も農機具

等が保管されているため始末書添付の届出となっております。また農地

法施行規則第２９条第１項第１号 農地の転用の制限の例外に基づく農

業用施設の届け出であり、書類審査及び現地調査をした結果、適切な届

出であると思われますことをご報告いたします。 

 

続きまして、報告第２号 農地利用目的変更届の、整理番号２番の申請

者は伊佐市菱刈下手に居住されておりますＨＭさん８６歳で自治会は下

手浜場であります。 

 申請地は、伊佐市菱刈下手字江川尻１０８３番１、地目は田、地積は

２２４㎡で、申請地の所在地は下手下自治会館裏に位置し、現在休耕地

であります。 

 申請地は水利等なく、且つ高齢に伴い今後田としての管理が困難であ

る為、盛り土をして小菜園として管理していきたいとの事でした。 

 以上のことから今後田としての管理は難しく遊休農地対策及び農地の

有効利用としても、本届出は適切であると思われますことを報告いたし

ます。 

 以上、報告を終わります。 

 

報告が終わりました。質問はございませんか。 

 

（「質疑なし」という声、多数あり。） 

 

なしということですので、報告第３号 農地法許可指令書の取消し願い

について、お願いいたします。 

 

９ページをお開きください。 

報告第３号 農地法許可指令書の取消願いについて、番号１番につき

まして、平成２５年５月２０日に農地法第３条により所有権移転売買を

行った牧場及び畑でありますが、相手方がＫファームという阿久根市に

ある会社で、その会社が売買代金を一部だけ支払い、残金の７００万が
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議 長 

 

 

 

 

 

 

 

議 案 

 

 

 

 

事 務 局 

 

 

 

 

滞っているということで債務不履行になるのですが、その会社の代表者

と連絡がとれないので、現所有者が弁護士を立てまして解除通知、理由

は民法第５４１条の履行遅滞等による解除権ということで一方だけの申

し出により、民法上により取消しという願いがでました。これにつきま

しては、本来、両者の合意による取消しとなるのですが民法を適用しま

して、申請者だけの取消しということで受理しております。 

 

２番につきまして、ＨＮさんですが、平成２６年９月２６日に太陽光

発電施設ということで、白木の場所に許可を出しました。母から娘へ所

有権移転贈与です。 

元々の面積は１２５４㎡で許可を出しましたが、資金証明等の資金が

おりなかったこともあり、規模縮小して１３６１番５を２筆に分けまし

て、１３６１番７、３２４㎡だけに太陽光をつくった関係で９００㎡程

が農地のままであるということで事務局の指導によって分筆をしてもら

い、残りは農地に戻すということです。所有権移転は済んでおりました

ので、５条の取り消しということになります。農地の９００㎡等につき

ましては農地に戻してもらい、所有権も戻してもらう手続きを踏んで頂

いて、所有権と許可取り消しというかたちで受理をいたしました事を報

告いたします。よろしくお願いします。 

 

報告が終わりました。質問はございませんか。 

 

（「質疑なし」という声、多数あり。） 

 

なしということですので、ただいまから議案の審議にはいります。 

 

―――――――― 議案第１号 ―――――――― 

 

 議案第１号「経営基盤強化促進法農用地利用集積計画」に係る意見決

定について議題といたします。 

 

事務局の報告を求めます。 

 

議案第１号「経営基盤強化促進法農用地利用集積計画」に係る意見決

定のうち、所有権移転につきまして説明いたします。１２ページをお開

き下さい。整理番号１番につきまして、譲渡し人は鹿児島市小松原にお

住まいのＫＫさんです。譲受人は伊佐市菱刈下手にお住まいのＴＫさん

です。 
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議 長 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

土地の所在地は菱刈下手字須川１９１８番で地目は田、面積は２，２

５２㎡で所有権移転であります。 

 

続いて、整理番号２番につきまして、譲渡し人は兵庫県姫路市広畑区

小松町にお住まいのＨＩさんです。譲受人は伊佐市菱刈花北にお住まい

のＩＴさんです。 

土地の所在地は菱刈花北字落実６６０番２で地目は畑、面積は１８０

１㎡ 

同じく整理番号３番につきまして、菱刈花北字八房７５２番２で地目

は田、面積は４７７㎡で所有権移転であります。 

 

続きまして、利用権設定についてご説明いたします。２１ページの総

括表をお開き下さい。期間は１年から１０年で、面積は田９６，５４７

㎡、畑２６，０６８㎡、合計１２２，６１５㎡です。利用権の設定をす

る者の数３０人、設定を受ける者の数１９人です。土地の明細につきま

しては１３ページから２０ページの整理番号１番から３５番の通りで

す。皆様方のご審議方よろしくお願いいたします。 

 

事務局の報告が終わりました。委員の皆さんご意見、質問はございま

せんか。 

 

（「質疑なし」という声、多数あり。） 

 

なしということですので、お諮りいたします。 

議案第 1号、事務局の報告のとおり決定することに賛成の農業委員の

挙手を求めます。 

 

（全員挙手） 

 

全員挙手。 

よって議案第１号「経営基盤強化促進法農用地利用集積計画」に係る

意見について、決定いたしました。 

 

―――――――― 議案第２号 ―――――――― 

 

議案第２号「農地法第３条の規定による許可申請」に係る決定につい

て提案いたします。 

整理番号１番については、取り下げ申請が出されました。 
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１ ９ 番 

推 進 委 員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

１ ０ 番 

整理番号２番について１９番推進委員の報告を求めます。 

 

議案第２号「農地法第３条の規定による許可申請」に係る決定のうち

整理番号２番につきまして、去る１２月２１日に申請人・ＩＴさんに立

会いをお願いしまして、現地調査を行いましたので、１９番推進委員が

報告いたします。 

 申請人・ＩＴさんは伊佐市菱刈徳辺に居住され、自治会は小路、年齢

は７８歳です。渡し人・ＭＫさんは広島県東広島市西条町に居住され、

年齢は８１歳です。 

申請地は伊佐市菱刈徳辺字小屋敷１４８６番、地目は田、地積は１，

１８７㎡です。所有権移転売買であります。 

所在地は、伊佐市役所菱刈庁舎から県道川西―菱刈線を吉松方面へ１、

５㎞行き、旧ＪＡ伊佐市徳辺支所から３０ｍ東側に位置しています。 

受人の経営面積は１６，８３９㎡で取得可能面積であります。農業従

事者は２名で、通作距離は約５００ｍで、現況はよく管理された農地で

す。経営意欲もあり農機具等も完備されています。 

以上のような理由により当申請は農地法第３条第２項の各号に該当し

ないと思われますので許可相当と思われます。添付書類として全部事項

証明書、字図等が添付してあります。委員の皆様方のご審議方をよろし

くお願いしまして私の報告を終わります。 

 

１９番推進委員の報告が終わりました。委員の皆さん、ご意見・質問

はございませんか。 

 

（「質疑なし」という声、多数あり。） 

 

なしということでございますので、お諮りいたします。 

整理番号２番について、許可することに賛成の農業委員の挙手を求め

ます。 

 

（全員挙手） 

 

全員挙手。 

よって整理番号２番は、許可が決定いたしました。 

 

整理番号３番について、１０番推進委員の報告を求めます。 

  

議案第２号「農地法第３条の規定による許可申請」に係る決定のうち
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推 進 委 員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

議 長 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

 

議 長 

 

整理番号３番につきまして、去る１２月２１日、申請者宅で面談並びに

現地の確認をいたしましたので、１０番推進委員が報告いたします。 

受人は伊佐市菱刈南浦にお住まいのＴＦさんで、自治会は楠原上でご

ざいます。渡し人は伊佐市菱刈南浦にお住まいのＴＭさん、自治会は楠

原上で、農業で８７歳、Ｆさんのお父さんでございます。 

所在地は伊佐市菱刈南浦字小川添５３６番、地目は田、１５２０㎡、

外１５筆で、その中で１９１０番２の畑が登記は畑ですが現況が宅地で、

家の前の庭でございまして、小さな農業用倉庫（保管倉庫）をつくって

いらっしゃいましたので、この件につきましては始末書、農業用施設へ

の変更届けを出していただくことにしてあります。この倉庫の中は育苗

箱などを保管してあるのを確認いたしました。法律関係は、所有権移転

贈与でございます。 

調査内容でございますが、申請地の位置は本城の楠原自治会のほぼ中

心でございまして、本城小学校より南側に約２㎞のぼったところです。

現況は水田及び畑でございますが、先程申し上げましたとおり一部変更

がなされていないところがありましたので、始末書を添付していただく

ということでございます。 

現在の耕作者はＴＭさんが耕作していらっしゃいます。受人のＴＦさ

んは贈与という理由でありまして、農機具等も全部完備されております。 

以上のような理由により当申請は農地法第３条第２項の各号に該当し

ないと思われますので許可相当と思われます。添付書類として全部事項

証明書、委任状、許可する農地の明細、農業用施設への変更届けと始末

書、字図等が添付されております。以上で調査内容の報告を終わります

が、委員の皆様方のご審議方をよろしくお願いいたします。 

 

１０番推進委員の報告が終わりました。委員の皆さん、ご意見・質問

はございませんか。 

 

（「質疑なし」という声、多数あり。） 

 

なしということでございますので、お諮りいたします。 

整理番号３番について、許可することに賛成の農業委員の挙手を求め

ます。 

 

（全員挙手） 

 

全員挙手。 

よって整理番号３番は、許可が決定いたしました。 
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５ 番 

推 進 委 員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

８ 番 

推 進 委 員 

 

 

整理番号４番について、５番推進委員の報告を求めます。 

 

議案第２号「農地法第３条の規定による許可申請」に係る決定のうち

整理番号４番について、去る１２月２１日に現地調査を行いましたので

５番推進委員が報告をいたします。 

 申請人・ＯＳさんは姶良郡湧水町幸田に居住され、年齢は６１歳です。

渡人・ＮＨさんは伊佐市菱刈前目に居住され、自治会は前目麓で、年齢

は６５歳です。 

申請地は伊佐市菱刈前目字矢房６５４番５３、地目は田、地積は３３

９㎡、所有権移転売買であります。 

受人の経営面積は１５，７２６㎡で、取得可能面積であります。農業

従事者は２名で、通作距離は約８㎞で、現況はよく管理された耕作地で

す。経営意欲はあり、農機具等は完備されております。 

以上のような理由により当申請は農地法第３条第２項の各号に該当し

ないと思われますので許可相当と思われます。添付書類として全部事項

証明書、字図、耕作証明書等が添付してあります。委員の皆様方のご審

議方をよろしくお願いいたしまして私の報告を終わります。 

 

５番推進委員の報告が終わりました。委員の皆さん、ご意見・質問は

ございませんか。 

  

（「質疑なし」という声、多数あり。） 

  

なしということでございますので、お諮りいたします。 

整理番号４番について、許可することに賛成の農業委員の挙手を求め

ます。 

 

（全員挙手） 

  

全員挙手。 

よって整理番号４番は、許可が決定いたしました。 

 

整理番号５番について、８番推進委員の報告を求めます。 

  

議案第２号「農地法第３条の規定による許可申請」に係る決定のうち

整理番号５番につきまして、去る１２月２０日、現地調査を私８番推進

委員が行いましたので報告いたします。 
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議 長 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

１ １ 番 

推 進 委 員 

 

 

 

 

 

 

申請人はＫＭさん、伊佐市大口大田に居住され、年齢は５９歳、自治

会は里町。譲渡人・ＨＩさんは伊佐市大口上町に居住され、７２歳、里

町自治会、相手方の要望で所有権移転売買によるものです。 

受人・Ｋさんの経営面積は１６，０９９㎡で取得可能面積であります。 

申請地は伊佐市大口里字穂北山２８０番１、地目は田、地積は５０４

㎡、外２８１番１、９５７㎡、合計１，４６１㎡であります。 

申請地の所在地は、伊佐市の医師会館の２００ｍ東側に位置し、現況

は田であり、イタリアンを育成されておりました。現在の耕作者はＫさ

ん本人で管理されています。 

以上のような理由により当申請は農地法第３条第２項の各号に該当し

ないと思われますので許可相当と思われます。添付書類として全部事項

証明書ほか、法定書類一式が添付されております。委員の皆様方のご審

議方をよろしくお願いいたしまして、私の報告を終わります。 

 

８番推進委員の報告が終わりました。委員の皆さん、ご意見・質問は

ございませんか。 

 

（「質疑なし」という声、多数あり。） 

 

なしということでございますので、お諮りいたします。 

整理番号５番について、許可することに賛成の農業委員の挙手を求め

ます。 

 

（全員挙手） 

 

全員挙手。 

よって整理番号５番は、許可が決定いたしました。 

 

整理番号６番について、１１番推進委員の報告を求めます。 

 

議案第２号「農地法第３条の規定による許可申請」に係る決定のうち

整理番号６番について、去る１２月２０日に現地調査を行いましたので

１１番推進委員が報告いたします。 

申請人・ＭＳさんは伊佐市大口大田に居住され、自治会は浜里、年齢

は５２歳です。渡し人・ＩＹさんは霧島市国分向花町に居住されており、

年齢は６９歳です。 

申請地は伊佐市大口里字羽祢田島２３９３番１、地目は田、地積は５

３５㎡で所有権移転売買であります。 
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議 長 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

６ 番 

推 進 委 員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

受人の経営面積は３９，３０４㎡で取得可能面積です。農業従事者は

２名で、通作距離は約３００ｍで、現況は水利が無いという事で、畑地

として管理されておられました。経営意欲はあり、農機具等は完備され

ております。  

以上のような理由により当申請は農地法第３条第２項の各号に該当し

ないと思われますので許可相当と思われます。添付書類として全部事項

証明書、字図等が添付されております。委員の皆様方のご審議方をよろ

しくお願いいたしまして、報告を終わります。 

 

１１番推進委員の報告が終わりました。委員の皆さん、ご意見・質問

はございませんか。 

 

（「質疑なし」という声、多数あり。） 

 

なしということでございますので、お諮りいたします。 

整理番号６番について、許可することに賛成の農業委員の挙手を求め

ます。 

 

（全員挙手） 

 

全員挙手。 

よって整理番号６番は許可が決定いたしました。 

 

整理番号７番について、６番推進委員の報告を求めます。 

 

議案第２号「農地法第３条の規定による許可申請」に係る決定のうち

整理番号７番について、１２月２０日、申請人のＡＳさん立会いのもと

調査しましたので６番推進委員が報告をいたします。 

申請人のＡＳさん、６５歳は、伊佐市大口目丸に居住され、自治会は

中目丸です。渡し人のＭＫさん、８２歳は伊佐市大口目丸に居住され、

自治会は中目丸です。 

申請地は、伊佐市大口目丸字宮ノ後７５４番１、地目は田、５４５㎡

を所有権移転売買で規模拡大されます。 

経営面積は１２，２１３㎡を耕作され、農機具等は全て自己所有され

ており、農地法第３条の適格者であると同時に農地の取得につきまして

も、問題はないと判断いたしました。報告を終わります。ご審議方よろ

しくおねがいします。 
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議 長 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

３ 番 

推 進 委 員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

６番推進委員の報告が終わりました。委員の皆さん、ご意見・質問は

ございませんか。 

 

（「質疑なし」という声、多数あり。） 

 

なしということでございますので、お諮りいたします。 

整理番号７番について、許可することに賛成の農業委員の挙手を求め

ます。 

 

（全員挙手） 

 

全員挙手。 

よって整理番号７番は、許可が決定いたしました。 

 

整理番号８番について、３番推進委員の報告を求めます。 

 

議案第２号「農地法第３条の規定による許可申請」に係る決定のうち

整理番号８番について、去る１２月１５日に現地調査を行いましたので

３番推進委員が報告いたします。 

申請人・ＹＳさんは伊佐市大口曽木に居住され、自治会は曽木城下で、

年齢は７４歳です。渡し人はＷＭさん、埼玉県鶴ヶ島市大字太田ヶ谷に

居住され、年齢は６７歳です。 

申請地は伊佐市大口曽木字鶴園３９７番２で、地目は田、地積は５７

４㎡、売買です。所有者が放置しておりまして、水田で夏場は草払いや

畦の崩れ、水かかりが良すぎるところで、よく畦がくずれて困っておら

れるそうですが、その畦の崩れの補修など申請人の作業のようです。 

受人の経営面積は７，１７７㎡で取得可能面積です。農業従事者は１

人で、通作距離は約１㎞で、耕作は水稲だけです。放置されて隣地が迷

惑をされているようで、買い取り耕作しようと考えておられるようです。 

以上のような理由により当申請は農地法第３条第２項の各号に該当し

ないと思われますので許可相当と思われます。委員の皆様方のご審議方

をよろしくお願いいたしまして、報告を終わります。 

 

３番推進委員の報告が終わりました。委員の皆さん、ご意見・質問は

ございませんか。 

 

（「質疑なし」という声、多数あり。） 
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議 長 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

２ ０ 番 

推 進 委 員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

 

なしということでございますので、お諮りいたします。 

整理番号８番について、許可することに賛成の農業委員の挙手を求め

ます。 

 

（全員挙手） 

 

全員挙手。 

よって整理番号８番は、許可が決定いたしました。 

 

整理番号９番について、２０番推進委員の報告を求めます。 

 

議案第２号「農地法第３条の規定による許可申請」に係る決定のうち

整理番号９番につきまして、去る１２月２４日に現地調査を行いました

ので、２０番推進委員が報告いたします。 

受人・有限会社 Ｋ、ＫＭさんは伊佐市菱刈荒田に居住され、自治会

は比良地区です。渡し人・ＮＹさんは鹿児島市薬師に居住され、年齢は

７７歳で医師です。 

申請地は伊佐市菱刈荒田字東水流１１６０番３、地目は田、面積は１

９０６㎡です。相手方の要望で規模拡大、所有権移転売買です。 

受人の経営面積は２６，１７６㎡で、取得可能面積です。農業従事者

は２名で、通作距離は約１㎞、よく管理されております。経営意欲はあ

り、農機具等は完備されております。 

以上のような理由により当申請は農地法第３条第２項の各号に該当し

ないと思われますので許可相当と思われます。添付資料として全部事項

証明書が添付されております。委員の皆様方のご審議方をよろしくお願

いいたしまして、報告を終わります。 

 

２０番推進委員の報告が終わりました。委員の皆さん、ご意見・質問

はございませんか。 

 

（「質疑なし」という声、多数あり。） 

 

なしということでございますので、お諮りいたします。 

整理番号９番について、許可することに賛成の農業委員の挙手を求め

ます。 

 

（全員挙手） 

 



 13 

議 長 

 

 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

１ ０ 番 

推 進 委 員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

議 長 

全員挙手。 

よって整理番号９番は、許可が決定いたしました。 

 

議案第２号「農地法第３条の規定による許可申請」に係る決定につい

て、申請件数９件について、１件の取り下げ、８件の許可が決定いたし

ました。 

 

―――――――― 議案第３号 ―――――――― 

  

議案第３号「農地法第４条の規定による許可申請」に係る意見聴取決

定並びに許可について。 

整理番号１番について１０番推進委員の報告を求めます。 

 

議案第３号「農地法第４条の規定による許可申請」に係る意見聴取決

定並びに許可についてのうち整理番号１番につきまして、１０番推進委

員が報告いたします。 

当申請につきましては、先月の総会の農用地利用変更の件で共同調査

をして報告をした案件ございまして、今回共同調査は行いませんで、私

が再度現地を確認いたしました。 

申請人は農事組合法人Ｅ 代表・ＨＪさん、申請地は伊佐市菱刈南浦

字松峰９５５番、外２筆で、地目は畑、地積が２４６１㎡でございます。

転用目的は農業用倉庫及び育苗施設の設置であります。 

調査内容でございますが、申請地の所在地は、九電の変電所の南側に

位置しておりまして、こがねロードの隣接地でございます。現況は更地

にしてございます。周囲の農地等に係る営農条件への支障についてはほ

とんどなく、申請地の東側は雑種地、西側が産業道路及び雑木林、南側

が道路、北側が変電所となっております。 

添付書類といたしまして、申請書、全部事項証明書、事業計画書、字

図、被害防除計画書、被害防除に関する誓約書、残高証明書、配置図、

定款等が添付されておりまして、特に問題はありません。 

委員の皆様方のご審議をよろしくお願いいたします。 

 

１０番推進委員の報告が終わりました。委員の皆さん、ご意見・質問

はございませんか。 

 

（「質疑なし」という声、多数あり。） 

 

なしということでございますので、お諮りいたします。 
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議 長 

 

 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

１ ５ 番 

推 進 委 員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

整理番号１番について、意見聴取決定並びに許可について賛成の農業

委員の挙手を求めます。 

 

（全員挙手） 

 

全員挙手。 

よって整理番号１番は、意見聴取決定並びに許可が決定いたしました。 

 

議案第３号「農地法第４条の規定による許可申請」に係る意見聴取決

定並びに許可について、申請件数１件について、意見聴取決定並びに許

可１件が決定いたしました。 

 

―――――――― 議案第４号 ―――――――― 

 

議案第４号「農地法第５条の規定による許可申請」に係る意見聴取決

定並びに許可について。 

整理番号１番ですが、この議案は４番農業委員が譲り渡し人となって

いますので、農業委員会等に関する法律、第３１条の規定に基づき議事

に参与できませんので、審議開始から終了まで退席をお願いいたします。 

関係議案終了後に入室、着席していただきます。  

それでは、４番農業委員の退席をお願いします。  

  

（４番農業委員退席） 

 

整理番号１番について、１５番推進委員の報告を求めます。 

 

議案第４号「農地法第５条の規定による許可申請」に係る意見聴取決

定並びに許可についてのうち整理番号１番につきまして、去る１２月２

０日、申請人の代理人で行政書士・ＴＲさん立会いのもと、５番農業委

員、私１５番推進委員、１３番推進委員で現地調査を行いましたので、

報告をいたします。 

申請人で譲受人はＷＭさん４４歳、福岡県中間市太賀に居住。譲渡人

はＤＨさん５２歳、伊佐市大口青木に居住、自治会は下青木です。 

申請地は伊佐市大口青木字西原山３０２２番２９、地目は畑、地積は

２０１㎡と同じく伊佐市大口青木字西原山３０２２番８２、地目は畑、

地積は２９２㎡の２筆で合計面積は４９３㎡であります。 

申請地の所在地は、伊佐市大口青木の特別養護老人ホーム・ことぶき

園の南約１００ｍに位置し、現況は畑であります。農地区分は第２種農
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議 長 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

 

 

 

 

６ 番 

推 進 委 員 

 

 

 

 

 

地であります。転用目的は、太陽光発電を設置される為の所有権移転売

買であり、また自己資金で行われるもので残高証明を添付されておりま

す。法定小作人もありません。 

申請地の東側は一般住宅、南側は畑、西側は一般住宅、現在は空き家

となっております。北は市道となっており周囲に与える影響はないもの

と思われます。 

添付書類といたしまして、土地の全部事項証明書をはじめ、法定添付

書類一式と行政書士・ＴＲさんへの委任状などが添付してあります。 

以上のようなことから農地法上問題ないものと思われましたが、委員

の皆様方のご審議方をよろしくお願いいたしまして、報告を終わります。 

 

１５番推進委員の報告が終わりました。委員の皆さん、ご意見・質問

はございませんか。 

 

（「質疑なし」という声、多数あり。） 

 

なしということでございますので、お諮りいたします。 

整理番号１番について、意見聴取決定並びに許可することに賛成の農

業委員の挙手を求めます。 

  

（全員挙手） 

 

全員挙手。 

よって整理番号１番は、意見聴取並びに許可が決定しました。 

 

ここで、４番農業委員の入室をお願いします。 

 

（４番農業委員着席）  

 

整理番号２番について、６番推進委員の報告を求めます。 

 

議案第４号「農地法第５条の規定による許可申請」に係る意見聴取決

定並びに許可についてのうち整理番号２番について、１２月２０日、１

３番推進委員、８番推進委員、６番農業委員、代理人のＫさん、事務局

のＫさん立会いのもと調査しましたので、６番推進委員が報告いたしま

す。 

申請人はＯ株式会社、伊佐市大口牛尾、一般法人、渡し人はＭＮさん、

７０歳で、伊佐市大口木ノ氏、自治会は木ノ氏です。 
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議 長 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

４ 番 

推 進 委 員 

 

 

 

 

 

 

 

申請地は、伊佐市大口木ノ氏字城ノ口１３７６番１、田、６０１㎡で、

集落に接続する申請地には中継タンクポンプ施設及び駐車場にされま

す。場所は木ノ氏―人吉線の国道沿いにあり、周囲に及ぼす影響はない

と判断しました。添付書類は法定添付書類一式及び委任状です。ご審議

方よろしくお願いいたします。 

 

６番推進委員の報告が終わりました。委員の皆さん、ご意見・質問は

ございませんか。 

 

（「質疑なし」という声、多数あり。） 

 

なしということでございますので、お諮りいたします。 

整理番号２番について、意見聴取決定並びに許可することに賛成の農

業委員の挙手を求めます。 

  

（全員挙手） 

 

全員挙手。 

よって整理番号２番は、意見聴取並びに許可が決定いたしました。 

 

議案第４号「農地法第５条の規定による許可申請」に係る意見聴取決

定並びに許可について、申請２件について、許可２件が決定いたしまし

た。 

 

―――――――― 議案第５号 ―――――――― 

 

議案第５号 非農地証明願について、提案いたします。 

整理番号１番について、４番推進委員の報告を求めます。 

 

議案第５号 非農地証明願について、整理番号１番につきまして去る

１２月１９日、申請人・ＫＹさん立会いのもと、７番農業委員、９番推

進委員、４番推進委員の３人で共同調査をいたしましたので、４番推進

委員が報告いたします。 

申請人は伊佐市大口平出水にお住まいのＫＹさんです。 

土地の所在地は、伊佐市大口平出水字春田２７８番４、地積は１９７

㎡です。現況は住宅入口の車庫となっております。非農地となった時期

及び理由につきましては、昭和６３年頃、旦那さんが定年後、住宅に入

る入口とそれに伴う車庫を設置したとのことであります。 
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議 長 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

８ 番 

推 進 委 員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議 長 

申請地の位置としまして、平出水―向江線より１０ｍくらい入ったと

ころであります。既に宅地と車庫があり、農地性は喪失していると思わ

れ、農地への復旧は困難であると３人の調査員で判断しました。 

添付書類といたしまして、全部事項証明書、位置図、字図等が添付さ

れております。委員の皆様方のご審議方をお願いいたしまして、私の報

告を終わります。 

 

４番推進委員の報告が終わりました。委員の皆さん、ご意見・質問は

ございませんか。 

 

（「質疑なし」という声、多数あり。） 

 

なしということでございますので、お諮りいたします。 

整理番号１番について、非農地として証明することに賛成の農業委員

の挙手を求めます。 

 

（全員挙手） 

 

全員挙手。 

よって整理番号１番は、非農地証明が決定いたしました。 

 

整理番号２番について、８番推進委員の報告を求めます。 

 

議案第５号 非農地証明願について、整理番号２番について、去る１

２月２０日、１３番農業委員、６番推進委員、８番推進委員が共同調査

をいたしましたので８番推進委員が報告いたします。 

申請人はＮＥさん、熊本市合志に平成１５年１１月頃に居住され、管

理が行き届かず埋め立て造成してしまったとの理由が記載されておりま

す。 

申請地は伊佐市大口里字竿境２２３１番１、地目は田、２０４㎡。周

囲の状況は北側と西側は用水路が流れておりまして、東側は住宅、南側

は新しいバイパス道路。平成５年頃より農地として喪失しており、３名

で確認いたしましたが、農地への復旧は厳しいと判断いたしました。 

添付書類といたしまして、申請書ほか、法定書類一式が添付されてお

ります。 

委員の皆様方のご審議方をお願いし、報告を終わります。 

 

８番推進委員の報告が終わりました。委員の皆さん、ご意見・質問は
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議 長 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

 

 

 

事 務 局 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ございませんか。 

 

（「質疑なし」という声、多数あり。） 

  

なしということでございますので、お諮りいたします。 

整理番号２番について、非農地として証明することに賛成の農業委員

の挙手を求めます。 

 

（全員挙手） 

 

全員挙手。 

よって整理番号２番は、非農地証明が決定いたしました。 

 

議案第５号 非農地証明願は、２件の申請のうち、２件の許可が決定い

たしました。 

 

その他。事務局お願いします。 

 

総会資料の３３ページをお開きください。１２月の月例報告をしま

す。 

去る５日、１２月の定例常設審議委員会が鹿児島市でありました。去

る２０日現地調査を一斉にしております。２６日、今日が第１０回農業

委員会の総会と研修会です。 

１月の行事予定ですが、１０日が１月の定例常設審議委員会が鹿児島

市であります。２５日が現地調査です。３０日が第１１回の農業委員会

の総会です。 

月例報告は以上です。 

 

 

これで、平成２８年度 第１０回農業委員会総会を終わります。 

 

姿勢を正してください。  

一同礼。 

おつかれ様でした。 
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前記のように会議の顛末を記載してその内容に相違ないことを証する。 

 

 

伊佐市農業委員会 

会     長     会   長      

伊佐市農業委員     ５番委員                         

伊佐市農業委員     ７番委員      

 

【終了時間  午前９時５０分】 

 

 

  


